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   開     議 

 

 

○安部 隆委員長 おはようございます。 

 これから予算特別委員会を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告委員はございません。

よって、ただいまの出席委員は定足数に達して

おります。 

 なお、新野 潔副市長から本日の会議を欠席

させてほしい旨の届け出があり、許可いたしま

したので、ご報告いたします。 

 

 

 平成２４年度長井市各会計補正予算 

 案に関する総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 それでは、昨日に引き続き予

算総括質疑を続行いたします。 

 ご指名いたします。 

 

 

 小関秀一委員の総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 順位６番、議席番号５番、小

関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 おはようございます。 

 大分秋雨続いて心配したわけですが、きょう

ようやく久しぶりに上がって、刈り取りも少し

進むのかなというふうにほっとしております。 

 大分海外も含めて、毎日、事件事故等あるわ

けで、非常に心配される毎日なわけですが、特

にきょう通告しております最初の少子化、高齢

化に向けた対策ということで、読売には、人口

減6,325人ということで、県内過去最多の減少

率というふうな数字も昨年度のデータとして出

ておりました。長井市の減少率としてはどうな

のかですが、婚姻率、あと、出生率についても

非常に厳しい数字が出ておるというふうなこと

を発表されておりますので、長井市にとっても

３万人を復活というふうなテーマを掲げてのま

ちづくりになるわけですが、現実は私たち周辺

を見ても、若い人がなかなか少ない、出生が少

ない。 

 先日、各地区でも行われたかもしれませんが、

敬老会等の、いわゆるまだ元気なお年寄りの

方々、例えば平野ですと、75歳以上の敬老対象

が485名でしたか、約200名ほど出席していただ

いたわけですが、それでも住所を移して施設等

に入っておられる地域の老人の方もまだまだ潜

在的におられるんだなというふうなことを考え

れば、対策としても、行政の仕事まだまだいっ

ぱい考えていかないといけないことあるべとい

うふうに痛感するものです。特にひとり暮らし、

あと老人だけの世帯が非常に多くなってるなと

いうようなことが、例えば冬場の雪おろしの対

策とか、いろんな場面、場面でよく耳にするわ

けですし、気にもなります。ぜひそういう方々

のフォローアップとか、相談の窓口等の対策と

して、老人世帯の把握についてどうされておる

のか、これについては福祉生活あんしん課長か

ら、現況なり、これからの取り組みについて報

告をいただきたいなというふうに思います。 

○安部 隆委員長 小泉良一福祉生活あんしん課

長。 

○小泉良一福祉生活あんしん課長 老人世帯の把

握というようなことで、お答えをしたいと思い

ます。 

 まず、世帯の調査というふうなことでは、直

接市では行っていないところでございまして、

地区が行っております。市は、地区が調査する

世帯の様式を作成して提供しておりますが、地

区で調査した成果については、個人情報であり
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ますので、市はかかわっていないところでござ

います。 

 また、市で行っている老人世帯の調査として

は、毎年４月１日現在の寝たきり高齢者、ひと

り暮らし高齢者の状況を住民基本台帳と、あと

介護情報のほうから抽出をしまして県に報告を

しております。それによれば、24年４月１日時

点でのひとり暮らし高齢世帯947世帯、高齢夫

婦世帯が927世帯、合計で1,874世帯というふう

なことになっておりまして、５年前と比べて

11％増というふうなぐあいでございます。 

 また、地域包括支援センターで介護認定を受

けていない65歳以上の高齢者に対して、21年か

ら23年の３カ年間、介護予防実態調査を実施を

いたしました。介護予防の必要性を判定する基

本チェックリストというものを書いていただき

まして、介護予防が必要な高齢者を抽出をして

おります。平成23年度の結果ですと、配布人数

が6,991人、回収がされたのが6,069人、回収率

が86.8％となってます。介護予防が必要な二次

予防対象高齢者が1,767人おられまして、回答

された方の約３割を占めているというようなぐ

あいでございます。こういった調査を今後も継

続する予定でございます。以上でございます。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今、課長からあった説明

については、毎年新たに把握をしてるというこ

とでよろしいんですか。 

○安部 隆委員長 小泉良一福祉生活あんしん課

長。 

○小泉良一福祉生活あんしん課長 毎年、調査継

続をする予定でございます。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 細やかな高齢者の福祉の

対策のデータ、貴重なデータでありますので、

ぜひ地区の地区長さんなり、あと民生委員です

か、の方々とも連携をとっていただきながら、

実際の毎日の暮らしのフォローがすぐにできま

すような体制づくりをさらにしていただければ

なというふうに要望申し上げます。 

 また、こういう時代でありますので、特に私

等はずっと長井市に住み続けてる立場でありま

すが、長井市さ移ってこられたりした方からよ

く聞くのは、かつてでありますと、田舎は煩わ

しい部分もいっぱいあると、隣組とか、地区の

つき合いとかもしんなねくてということもあっ

たし、昔の言葉で言うと、農村なんていうのは

封建的だなんてという言葉が使われた時代もあ

ったわけですが、こういう時代を迎えると、む

しろ冠婚葬祭のつき合いだけでなくて、いろん

なコミュニティという意味からも、隣組なり、

地区のあり方が非常に重要なテーマだなという

ふうに私思うわけで、そういった面からいって

も、隣組の中でも地区の中でも高齢化が進んで

るというのは、これは明らかでありますので、

ぜひ高齢者だけが多くなって隣組長さんとか地

区の役割を担っていただく方とか、さらには仕

事なりの分担、例えば郡部だと、私ども平野の

場合だと、秋、春、川払いとか、いろんな地域

の役割分担があるわけですが、そういった意味

でも、地区、隣組の運営の大変さなども現実出

ているわけですが、さらには地区によっては世

帯が多くなってふえてしまってるというところ

もありますが、少なくなってる隣組とか地区も

あるわけで、その辺の実態調査なり悩み事なり、

隣組制度の実態について、総務課長から、もし

その辺の報告をいただければありがたいなとい

うふうに思います。 

○安部 隆委員長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 隣組の実態等でございます

が、まず、ちょっと事務的なお話になりますけ

ども、総務課では毎年度、地区長さんの名簿、

それから市の文書配布数の確認、これは市報等

をはじめ、多々さまざまな文書あるわけでござ

いますけども、そういった確認のために各地区

長さんから４月１日現在の世帯数、それから隣
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組数の報告をいただいておるところでございま

す。24年４月１日現在、隣組数でございますが、

市全体で1,219ございます。隣組を構成する戸

数のところまでは、市のほうでは特段把握はい

たしておりません。地区の組織としての活動を

語る上で、その基本となる隣組に関しまして、

地区長さんをはじめ、地区役員の皆さんのご苦

労には大変に頭の下がる思いでございます。単

身の高齢者の世帯がふえて隣組長の順番の回り

が早くなっているというようなこと等に関しま

しては、組織的な実態調査などは行っておりま

せんけども、年間４回ほど地区長連合会等の役

員の皆様と懇談の場などにおいて、断片的にで

はありますが、委員おっしゃったようなことを

情報として承っております。 

 これまで地区の組織の再編等についての市の

対応、考え方でございますけども、地区の部分

につきましては、平成20年に地区からのご相談

をお受けいたしまして、円滑な地区運営を図る

ための支援として、地区合併の統合補助金交付

要綱、これ定めまして20年に１件、21年に１件

申請をし、補助金を交付いたしております。一

方、隣組に関しましては、やはり住民の自治組

織ということで、地区の中で最も近い範囲でま

とまる単位ということでありますけども、なか

なかそれぞれの隣組同士の間での問題などもい

ろいろあるようでございます。 

 机上で右から左というようなことにはなかな

かいかないものだろうというふうに思われます。

地区の中で、隣組同士で相互理解に立って合意

形成を図る努力を重ねていくということが基本

ではないかなというふうに考えております。明

確な処方せんということで持ち合わせてはおり

ませんけども、行政においても何ができるのか、

あるいは何をすべきなのか、検討を進めてまい

りたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 どうもお答えありがとう

ございました。あくまでも課長がおっしゃると

おり、自治組織ということでありますので、行

政が具体的なところで相談をしたりというふう

なことはなかなか難しいと思いますし、協働の

地域づくりということからいえば、末端の一番

の基本となる組織というか、助け合ってる組織

だというふうに思いますので、地区長さんとの

懇談会等を通しながら、さまざまな課題がもし

あれば、今後とも行政からも支援できることに

ついてはぜひしていただきたいし、あと、自主

防災組織も含めてですが、高齢者なり、要介護

者の避難の助け合いも含めて実態把握に努めて

いただければなというふうにお願いを申し上げ

まして、質問を終わりたいと思います。 

 ２番目であります。山形鉄道の経営改善の概

要について伺いたいと思います。 

 さきごろの決算総括でも少し触れさせていた

だいたわけですが、山形鉄道については、いろ

いろ経営改善をしながら、利用客の増大なり、

観光誘致等に努力されてるというふうな報告を

受けております。また、先日の質問でも、23年

度のいわゆる原発の風評被害についてお伺いし

ました。県ともタイアップしながらこれから検

討するというふうなお答えを企画調整課長から

はいただいておりますが、23年度から経営改善

計画を今の野村社長を中心にしてつくられて実

施されてるというふうに伺っておりますが、細

部にわたっての報告をまだ聞いてないなという

ふうに思っておりますので、概要と、あと進捗

状況等ありましたら、企画調整課長から報告い

ただければなというふうに思います。 

○安部 隆委員長 遠藤健司企画調整課長。 

○遠藤健司企画調整課長 お答え申し上げます。 

 ご質問の山形鉄道株式会社経営改善計画でご

ざいますが、これは平成22年の12月に山形鉄道

が主体となって策定、これを県、沿線の２市２

町で承認するという形で定められております。
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23年度から32年までの10年間の計画でございま

す。 

 内容、概要を申し上げますと、例えば駅の業

務の効率化によって適切な人員配置を行う、あ

るいは現有の資産を計画的に修繕する、そうい

った支出の制限、これにあわせまして、今後の

検討になりますが、高校生の高割引率の長期通

学定期の導入あるいは観光誘客、また、地元の

皆様の利用によって少子化の減少を補うという

ような概要になっております。年度ごとに10年

間の各項目の目標を定めまして、その目標に向

けて計画を遂行しております。 

 計画の進捗状況ですが、平成23年度におきま

しては、議員のご質問のとおり、東日本大震災

の影響で観光事業収入等では大きな打撃を受け

ております。そのため個々の項目では目標を達

成できないものもありましたが、この前の予算

総括でのご説明でも申し上げましたが、ＪＲ東

日本との協定で共通乗車券、ウイークエンドパ

スというふうな商品を取り扱っております。こ

れの例えば1,970万円というような収入がござ

いまして、これがその他の収入の減少を大きく

挽回したということ、あるいは施設、車両に対

しての国からの新しい補助制度もございまして、

23年度、全体的には何とか目的の額を達成して

おります。 

 24年度につきましても、観光事業収入、よう

やく挽回しつつありますが、まだ平成22年度ま

での実績に至っておりません。今後は、共通乗

車券の協定、まだＪＲとの協定も生きておりま

すので、これらの活用あるいは国の支援という

ものも含みながら、何とかプラスの要素を盛り

込みながら計画の数値を達成したいというよう

な会社のほうの努力している状況にございます。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 昨年震災の影響もあって

というふうな理由あるわけですが、10年の経営

改善計画の中でのスタートでありましたので、

かねてから市長からは、県との協議も重ねなが

ら上下分離方式を検討したいというふうな話が

ございましたので、市長からは、経営改善計画

の中でその検討にどういうふうに入られるのか、

具体的な計画等ありましたらば、お聞かせをい

ただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 ただいま企画調整課長のほうから経営改善計

画の進捗状況等についてお話ございましたけれ

ども、山形鉄道の利用者あるいは売上高につい

ては、昨年からフラワー速報という記事の中で

沿線の全戸に配布してお知らせいたしまして利

用拡大等をお願いしております。ことしは10月

１日にフラワー速報第１号を発行の予定でござ

います。 

 また、経営改善計画というのは、どちらかと

いうと、山形鉄道の内部計画的なものでござい

まして、例えば売り上げをどのぐらいふやして、

そして経費をどのように削減するかという数字

の計画が主なものでございまして、それを具体

的に、どういう事業で売り上げをふやし、経費

を削減するかという部分については、残念なが

ら10年間の中で具体的なものがございません。

そんなことで、経営改善計画については、ほか

に県が事務局となって沿線の自治体とか利用団

体、商工団体の皆様とともに経営改善会議とい

うのがございまして、その中で、沿線の自治体

やらいろんな関係者でそれを検証しながら、山

鉄側にさまざまな努力をお願いしてるところで

ございます。 

 委員からございました上下分離方式でござい

ますけれども、これは以前から申し上げており

ますように、運営の部分の上下の上の部分です

ね、こちらは山形鉄道の運営でまず何とかお客

様をいっぱい利用していただいて収益を上げる

ということを上といたしますと、上下分離の下

の部分についてはインフラ整備ということでご
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ざいます。山形鉄道も来年、国鉄長井線のスタ

ートからちょうど100年目になるということで、

施設が大分老朽化しております。そういったと

ころのいろいろな工事費等々がかかるわけです

ね。そういったものについては、乗客の運賃を

いただいてそちらにお金を回すというのはなか

なか厳しいということから、県のほうと沿線で

再三検討しながら、ようやく上下分離方式を行

うべきだということで、その内容について今検

討しているところでございます。 

 大きな焦点となっておりますのは、みなし上

下分離方式という言い方をしておりますが、さ

まざまな、例えばケーブルとか、あるいは信号

の電線であったり、あるいは枕木とかレールの

補正とか、また、鉄橋等々の補修あるいはペン

キを塗りかえるとか、そういった部分について

の経費は公共で見ようと、しかし、人件費の部

分、これは運営側で見るのか、あるいは上下分

離方式の下のほうのインフラとして見るのか、

そこをどちらで見るかによってかなり違ってく

るということと、もう一つは、車両の問題です。

車両は大変高額で、もう既にフラワー長井線に

なってから25年目でございますんで、かなり老

朽化しております。しかし、１両当たりやっぱ

り１億円以上すると。現在８両ございまして、

うち７両が運行してるわけです。実質的には６

両で運営しているようでございますけれども、

そういったお金をどういうふうに負担するのか

というところが課題になっておりまして、でき

るだけ早くこれを実現したいわけですが、その

部分が合意できないと、なかなか運営上も、あ

るいは行政側の負担がふえるということもあり

ますので、それを鋭意、今、検討しているとこ

ろでございます。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 ことしの６月でしたか、

市長が山形鉄道の副社長に就任されたというふ

うなことをお聞きしております。経営改善の中

身については、今、内部の課題、テーマという

ふうなことだというふうにはお聞きしたわけで

すが、市長の立場で山鉄の副社長になられた経

緯は、こないだ竹田委員の回答でほぼ了解はし

たわけですが、そこの上下分離の目標年度とか

も含めて、取締役会なり、社長、副社長のいわ

ゆるトップの立場でどのぐらいの目標年度で進

もうとされてるのかも含めて、ちょっと補足い

ただければありがたいです。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 経営改善計画について、議会の皆様には、昨

年３月の定例会の前に企画調整課で配付させて

いただきました23年度予算説明資料の中で概要

をお示ししてるということでございます。これ

は総務・文教常任委員会協議会のほうで配付さ

せていただいたということでございます。 

 まず、副社長に就任させていただいたのは７

月１日からでございますけれども、いろんな目

的があるわけですけども、そもそも沿線の自治

体の２市２町の首長は取締役として就任させて

いただいておりました。ですから以前から経営

的な取締役会には参加していたわけですが、通

常の経営会議、社内のですね、そういったとこ

ろには平取締役入っておりませんので、そうい

った意味では、経営改善計画をきちんと遂行し

てるかということと、上下分離方式をどのよう

にして県と沿線２市２町をはじめ取締役の皆さ

んにご了解いただいて、よりよい方式をやって

いけるかという部分について、沿線の自治体の

代表として具体的な経営の内容に入っていかな

きゃいけないということが第一の目的として副

社長に就任させていただきました。 

 具体的な目標年次ということでございますが、

これにつきましては、県のほうでは来年の４月

１日からでもしたらいいんじゃないかというふ

うに提案はいただいているわけですが、先ほど

申し上げましたように、人件費の部分、いわゆ
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る工務部というのがございます。それはさまざ

まな山形鉄道の施設、交通の施設でございます

んで、非常にリスクの高い業務の部分ですが、

そこの人件費、やっぱり人数が７名、８名とか

おりますので、それが全体ではもっと工務関係

要るわけですけども、それらの人件費を運営の

ほうに入れるのか、あるいは公共のほうで負担

していただく分に入れるのかで大分違ってくる

と。ここがまだ決まっておりません。 

 それから、先ほど言いましたように、車両の

問題、これらを具体的に今精査しておりますが、

その状況を県をはじめ沿線の自治体の皆さんに

ご了承いただいてからスタートするわけですの

で、遅くとも26年度からはスタートしたいもん

だなというふうに思ってますが、25年度４月か

らスタートできるかどうかは、これからの内容

が吟味されてからということになると思います。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今、説明ありました上下

分離にしますと、インフラについては市町村な

り県で手だてをしていくということであります

が、いわゆるハード的な部分について、国交省

とか、さまざまな手だてとかについてはあるも

んですか。山形鉄道としても受け皿として可能

かというふうには思うわけですが、分離をした

場合、各市町村の負担が具体的に見えてくるわ

けです。ですので、その辺の見通しももし少し

あったら補足していただけると、ありがたいで

すが。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 委員からございましたように、

インフラ整備については国土交通省の補助事業

がございます。以前は余り活用してなかったよ

うなんですが、ここ二、三年は国土交通省の補

助を受けていろいろな整備を行ってきておりま

す。以前にも鉄橋ですとか、大きいものについ

ては当然国の支援をいただいてやってきたとい

うふうに思われますけども、それが今後も当然

整備する際には、いろんな国の制度を活用しな

がら行っていくわけですけども、それは例えば

上下分離方式になってインフラの部分が公共で

やるからといって公共で事業をするわけでない

んです。山形鉄道の中で私鉄鉄道として受ける

わけですけども、ただ、経理上、インフラの部

分は公共が持つという考え方なんです。以上で

す。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 地域の足として、いろい

ろ悩ましい、利用者がなかなかふえないという

ふうなことも含めて大きな地域、置賜一円の課

題だなというふうに思いますので、ぜひ検討に

ついては、スムーズな結論を出していただきな

がら進めていただきたいなというふうに思いま

す。 

 じゃあ、３番目、通告しております都市再生

整備計画についてお尋ねを申し上げます。 

 まず第１点目でありますが、市長当局も議会

もご承知のとおり、３月、６月と、あと、さら

には８月１日にも市長と議会の全員協議会の中

で協議をさせていただいて、今般３度目の都市

再生整備計画の議案として上程をされておりま

す。 

 私は、昨日もですし、決算なり、さまざまな

場面で多くの委員の方からの質問もありました。

随分整理をしようと思って悩んだわけですが、

聞かせていただくと、３月以来ずっと市長から

は用地の決定の問題が、申請はしたものの、か

わと道の駅の部分です、まず。検討して、最適

とはいえども、いろいろな課題があれば変更可

能だというふうなことが説明があって、昨日の

佐々木委員の質疑の中でも、まずは前提として、

そこを固定して考えねえとというふうな質疑の

中でのやりとりがあったわけですが、資料とし

て私いただいた、かわまち計画書、平成21年度

から始まった計画書の中で、これは緑地公園の

ほう、河川敷の話になるわけですが、国交省が
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用地を購入されたといういきさつの中で、昨日

の説明ですと、国、国交省が買われた部分と、

これから長井市が購入しようとする部分のすみ

分けについては、まち・住まい整備課長の説明

だと、今後、国と協議なり、契約を結びながら

というふうな説明があったんですが、課長、そ

れでよろしいんですか。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 長井市が用地を購入した後については、公園

で整備する場合は、河川敷の占用許可が河川法

でいきますと第24条になるかと思いますが、そ

ういう手続が必要になるかと思います。以上で

す。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 その場合、占有の契約を

結んで、用途については、国交省は買収の目的

を堤防の補強というふうな形で地権者側から求

めたというふうに聞いておりますが、それとあ

わせて、今後、長井市が使わせていただくとい

うふうになった場合に、昨日の回答でも都市公

園として利用できるというふうなことでよろし

いんですか。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 先ほど説明がちょっと違ってましたが、国土

交通省の用地を公園で整備する場合は、占用申

請が必要だというようなことで、訂正させてい

ただきます。 

 国土交通省の用地であっても、先ほど申しま

した占用の許可をいただければ上物の整備は可

能になります。河川法のたしか第26条になるか

と思いますが、その許可があれば上物の整備は

可能となります。以上です。 

 済みません、都市公園としての位置づけも可

能になります。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 都市再生整備の計画につ

いては、ホームページ等でも随時、暫定（案）

で、ホームページというか、インターネットに

も出ておりましたので、例えばことしの１月と

か決定時の３月時点の計画書なども見せていた

だくと、いわゆる都市公園として利活用すると

いうふうな区分けの中で、かわと道の駅と融合

してというふうなくだりを使用目的に上げてお

られる文章がありました。つまり昨日来、かわ

と道の駅の用地の決定と河川の国からの占用許

可と、さまざま合築というか、しながら計画を

立てられたということは、既に国交省との話し

合いがついてるというふうなことで理解してよ

ろしいんですか。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 かわまちづくりの計画の段階では、まだ本当

の構想の構想ということで計画をつくっており

ますが、その後、だんだんと具体的な位置や面

積などについても具体化して進めていくもので

ございます。このたびの河川緑地公園もしくは

かわと道の駅についても、かわまちづくりの計

画の一環として計画を進めていくものについて

は、国土交通省のほうにご説明を申し上げてお

ります。 

 なお、昨年の９月に調査業務を行った部分に

おきましても、国土交通省のかわまちづくり支

援制度の一環とする補助を受けて業務を行って

いることもありまして、当然そういった計画に

ついては示して事業採択をいただいたものでご

ざいます。以上です。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 昨日、佐々木委員の質疑
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の提案という形で、経費を余りかけないでとい

うふうな利活用の仕方も提案されたわけですが、

例えば河川敷というのは、増水時、住宅地に水

が来ないようにとか、スムーズに水が流れるよ

うにという意味からいえば、構築物とか障害物

を河川敷にはつくらないというふうなことが基

本だべなというふうに思われますが、かねてか

らの説明でありますと、移動可能なとはいえど

も、仮設のトイレであるとか遊具であるとかい

うふうな説明もありました。 

 また、きのう佐々木委員からは、堤防内あん

まり維持費をかけないように桜の木等を植えた

らと、また、市長からは、梅林もあの辺あるの

でというふうな話もあったわけですが、河川敷

の利活用については、そういう植栽も含めて自

由に計画を練り直しできるというふうに考えて

よろしいんですか。 

○安部 隆委員長 浅野敏明まち・住まい整備課

長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 河川敷内の施設につきましては、許可を必要

とします。まず１つは、建物を設置する場合は、

移動可能な建物というふうに限定されます。例

えば今ある最上川河川緑地公園の照明灯なんか

もボルト締めになってます。結局ボルトを外し

て移動できるような構造になっておりますので、

そういった移動可能な部分であれば、これは許

可を得ることができます。 

 また、植栽につきましても、流積、断面積を

確保できれば、ある程度の植栽は可能だという

ふうなお話をいただいている段階ですが、正式

には許可申請と許可が必要になるかと思います。

以上です。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 小関委員から昨日の佐々木委員

からのご質問、桜を植えたらどうだということ

について、２回私、答弁させていただいたんで

すが、桜については、以前、梅津委員からもご

質問などいただいたと思ってます。まず基本的

に、今、浅野課長からありましたように、国土

交通省の土地には相当制限があるだろうと。梅

林を、あれ個人の所有なわけですね。所有者の

方が植栽したということで、あれは特に自分の

土地だからということではあるんですが、それ

でもやっぱりある程度、河川法のほうに、河川

占用ですか、それに本当は規定されるはずなん

ですが、大木ではないということで特に今のと

ころは支障がないというふうに見ていらっしゃ

るのかもしれません。 

 ただ、これを、植え方なんでしょうけども、

市で購入させてもらった土地に植えたいという

場合については、国土交通省のほうと協議をし

ながら、これはある程度はできるんではないだ

ろうかと。ただし、一面にざあっと桜というの

が可能かどうかは、これは協議しないとわから

ないんですが、難しい部分もあるだろうという

ふうに思っております。ですからきのうの佐々

木委員の２回目の答弁と、それから前に梅津委

員からあったと思ったんですが、それについて

も決して違うことを言ってるわけではなくて、

案としては大変おもしろいと。ただし、ある程

度の制限は当然あるものだろうというふうに思

っております。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 わかりました。利活用に

ついては今説明あったとおりのことであります

が、都市再生整備計画の、すばらしい市民農園

やら駐車場やらというふうなことと、昨日来出

ておるような案が、まだこれも変更可能なんだ

というふうな見方をしていいかというふうなこ

とが、つまりかねてよりかわと道の駅の例えば

場所変更であるとか施設の大きさとかというふ

うな、さまざまな今後検討して変更可能だとい

うふうなことと同じだというふうに理解してよ

ろしいのか、市長からお願いします。 
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○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 今回の都市再生整備計画については、この４

月に主たる目的と、どういう事業を考えている

かと、そしてこの事業をいろいろ実施すること

によって長井市という都市の再生を図るという

ことで、国の承認をいただいているわけです。

昨日の予算委員会でもございましたように、約

19億1,000万円でございますけども、その内訳

については本当に概算で出してるわけです。今

のところ観光交流拠点施設の基本計画の報告書

というのがございますけれども、それが唯一あ

る程度青写真に近いものでございまして、それ

以外は事業の項目はこういったものを考えてる

というふうに上げておりますが、どういうふう

に、例えばどこの場所に市民農園をつくるかと

か、駐車場をつくるとか、それはこれからでご

ざいます。今回そのために実施設計と、これ最

終的に実施設計なんですが、実施測量、あるい

はさまざまな基本計画も含めて具体的に内容を

検討できるように、その予算を計上させていた

だいてると。 

 したがいまして、場所はあそこでぜひお願い

したいわけですが、その内容について、あるい

はどういったグレードの建物をつくるとか、あ

るいは河川公園でしたら具体的にどのぐらいの

ものをつくっていくというのは、これから計画

をつくっていくと。そして最終的には、今年度

内ぐらいに実施計画をまとめたいというふうに

思っているところです。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 今お聞きしますと、まだ

さまざまな変更なり検討はできるんだというふ

うな説明でありました。今回の予算を審議する

際に、今、河川緑地公園についてはまだ購入し

てないわけです、今回は用地費上がってないわ

けです。ということは、かわと道の駅について

も買収まで当然入ってないわけで、いわゆる他

人の土地を測量、現況調査をしたりというふう

なことで入るということであります。 

 例えばですが、先般、市長からは、おおかた

の地権者なり関係するところからは合意をもら

ってるんだというふうな発言をされました。実

は、これというのはどういう合意なのかという

のが私は不思議だったわけです。つまり、例え

ば思い返してみますと、ことしの３月、特別予

算を組む際、宅地造成の質問の折に、いわゆる

交渉事については事前着工に当たるから、公表

なり交渉もしてないんだという回答を市長はさ

れております。これは３月の議事録にも載って

おります。事前着工に当たるというふうにみず

からおっしゃって、交渉してるという合意は全

くないと、これからゼロからスタートするんだ

というふうなことでありますが、今回の河川敷

なり、旧マークさん近辺のかわと道の駅の用地

について、今まで説明されたような合意につい

てはどういうふうに理解したらよろしいのか、

説明をいただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 ３月の宅地造成のときの交渉については、例

えば幾ら幾らで買わせていただきたいとか、そ

ういったことはしてないということで、ただ、

ここに計画を組ませていただきたい、議会のご

承認をいただかないと事業が進めることができ

ないわけですけども、そういったことで計画を

させてよろしいかどうかの確認はいただいてる

わけですね。それは交渉でないと私は思ってお

ります。 

 事業を進めるときに、いわゆる同意書みたい

なものですね、それは同じように今回の予定地

のほうにも同意をいただいてじゃないと公表で

きないわけですから、何にも話してないのに、

例えば自分の土地に何かつくるということ、私

に全然同意をなしに公表されると、みんな怒り

ますよね。それと同じように、その同意と交渉



 

―２７８― 

は私は違うというふうに思っているわけでござ

いまして、ですから同意はいただいております

が、交渉はしておりません。ですから幾ら幾ら

の値段で買わせていただきたいとか、どうのこ

うの具体的な話はしてないということでござい

ます。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 当然これから具体的な、

個々の交渉というふうなことに進むんだべなと

いうふうに思いますし、面積の確定とか、さま

ざまな要因があるわけですので、そこは理解し

ますが、さまざまな動き、つまり例えば昨日の

大道寺委員の質問にもありましたように、現存

する建物とか、さまざまな施設の解体費用とか

も含めて見積もりが当局としては必要なんだべ

なと、これから事業をするに当たって。 

 そうしたとき、きのうの回答では、全くそれ

も未定なんだというふうな説明があったわけで

すが、当然地区から、ああいう土地をあのまま

にしておいてはいらんにぇという要望もあった

のでというつけ加えの説明もありました。私も、

見た目は決していいもんではねえなというふう

に思うし、近場の人の気持ちもわかるわけです

が、全く個人の私有財産について、例えば行政

が使わなくなった土地で見た目も悪いのでとい

うふうな理由も含めて場所の選定なり、解体費

用も含めての場所の選定の理由があったのかど

うか、それについてお聞きしたいです。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 あの場所につきましては、私は

直接的にはどうのこうのというのはかかわって

ないというのが、まず私の正直なところです。

ただ、長井市の中心市街地の活性化を考えた場

合、私が注文をつけたのは、長井橋から、それ

からさくら大橋までの国道の287号線沿いにつ

くるべきだということです。それからあそこの

場合、土地自体がやはり3,000坪、１ヘクター

ル以上は最低限必要だということから、そこを

いろいろ選定しますと、やっぱり場所が限られ

てくるというのは議会の皆さんもご承知のとお

りだと思います。そういった中で、3,000坪、

全く建物が建ってないところというのはないわ

けですね。ですからある程度移転とか取り壊し

とか、あるいは営業されてる人は営業補償とか、

そういったものを含めてこれは必要になるだろ

うと。 

 したがいまして、きのうまち・住まい整備課

長がその理由の一つに、そういう非常に物騒だ

ということを申し上げましたけども、私は選定

の段階でそういったことがあったかどうかは聞

いておりませんが、ただ、客観的に見たら、や

はり今営業している、例えばほかに非常にいい

場所としては、当然長井ダムの工事事務所の跡

地があるわけですね。長井市の場合は、あそこ

の奥の、どちらかといえば袋小路のところを

900坪所有しているわけですが、あそこで考え

ますと、周りに営業しているところがたくさん

あるわけですね、４つ、５つと。ですからそれ

よりは、やっぱり今使ってないところのほうが

いいだろうということは一般的に言えるんでは

ないかなと、そういうふうに思っているところ

でございます。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 土地の問題については、

以上で終わります。 

 ちょっと心配してる部分、もう一つあります。

つまり、例えば駅前の公園も含めてですが、今

回の計画に上がってない施設とかについて、い

ろいろきのうも例えば農家レストランであると

か、加工所であるとか、あと角野栄子さんの博

物館、美術館かな……。 

（「記念館」の声あり） 

○５番 小関秀一委員 記念館とかというふうに、

まだこれから事業が膨らむことが想定される部

分、説明もつけ加えられてあるわけです。特に

ですが、今回、かわの駅について付随していく
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んであろうなと思う農家レストランとか例えば

加工所とかについて、あのスペースの中で想定

されてるんですか、それとも近辺のまた別な土

地を使ってというふうなことなのか、それとも

全く白紙なのか、もし見解ありましたら。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 今回の都市再生整備計画の中で承認いただけ

る施設として、残念ながらレストラン、加工施

設は入っておりません。しかし、加工施設は別

として、やはりレストラン等は必要だろうと。

大体道の駅どこでもそういったものが充実して

いるわけです。ですからいろんな道の駅を見ま

すと、きのうも佐々木委員からありましたよう

に、いろんなやり方でやってます。ＰＦＩでや

ったり、あるいは行政が公設でやって……。 

（「場所だけ」の声あり） 

○内谷重治市長 場所については、やはりレイア

ウトしてみないと何とも言えないところがあり

ます。あと、駐車場については、河川公園で駐

車場も設けるということを前提でございます。

レストランは今回の敷地内にすべきだなと。あ

と、加工施設については、今回計画に入れてお

らない白川ダムの職員の宿舎がございます。こ

ちらについては、国のほうから払い下げはどう

だということで打診がございますので、もし払

い下げをしていただきましたら、そういったと

ころにすることも可能ですし、あるいはそこを

駐車場にすることも可能だということで、今後

具体的に検討する内容だというふうに思います。 

○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 あの近くを求めたいとい

うふうな市長の考えだということで確認させて

もらっておきます。 

 もう一つだけ具体的に心配があるのは、農家

の方も心配されてる、かねてより地場産で菜な

ポート、いわゆる直売所についてしたいと、検

討は必要だけんどというふうな説明であります。

つまり地場産そのものが、市のいわゆる持ち出

しも含めて、職員の出向も含めて経営を今現在

しているわけです。しかも菜なポートも３年の

実験事業ということで、継続するかどうかは別

にして緊急雇用の900万円で何とか売り上げは

伸びているとはいえども、ペイ、ペイで経営を

してるというふうなことから見ると、例えば直

売所をあっちさ持っていって、地場産もあっち

でやらせて直売所も一緒になってということで

あっても、市の持ち出しはふえるばっかりだべ

というふうに、私、その部分だけでもというふ

うに思うんですが、菜なポートの今後のあり方

も含めて検討されてるのかどうか、お聞かせ願

いたいんですが、どうでしょう。市長から、じ

ゃあ。市長でいいです。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 まず、菜なポートにつきましては、今、小関

委員もご存じだと思いますが、団体のほうにバ

ックをしております。いわゆる協力金というこ

とで。ですからそれ以降は、そういったバック

は残念ながらできませんということはお話しし

てます。人件費の部分で国の支援があるので、

実験店舗でさせていただく。それについては、

運営協議会のほうもご理解いただいてるという

ふうに思います。 

 向こうにつくった場合は赤字になるかもしれ

ません。何とか赤字にならないように、その部

分はやっていきたいと思いますが、しかし、行

政として若干の赤字が出たとしても、農家ある

いはそこに商品を提供くださる方は地元の加工

業者だったり、菓子屋さんであったり、そうい

ったことで民間の方の活力にはなるわけです。

ですからそういった意味では、何とかしてペイ

するべく努力は必要ですが、もし赤字になった

としても、それはそれで地域経済が活性化すれ

ば行政としての目的は達成されるだろうと、そ

のように思っております。 
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○安部 隆委員長 ５番、小関秀一委員。 

○５番 小関秀一委員 いわゆる道の駅の直売所

のあり方について、基本として、地場産と菜な

ポートのノウハウを生かしてというふうな表現

を計画の中では随時見受けられるわけです。道

の駅そのものが直売所がメーンでは決してない

のかもしんねえし、合体でいろんなものを売っ

たり、交流をしたりというふうなことからいえ

ば、市長おっしゃるとおりの目標は達せられる

のかもしんにぇけれども、つまり維持管理とか、

さまざまな今後の長期的な建物そのものの運営

については、ノウハウというのは、うまくいっ

たところのノウハウを言うのであって、例えば

地場産も黒字、菜なポートも、いわゆる人件費

も含めて運営はうまくいってたというのがノウ

ハウであって、失敗というか、まだ全部全て悪

いというわけではない、あんまりうまくいって

ないのをノウハウを持ってると私は思わないん

だけども、その辺、私は心配事としてあるわけ

で、全体の維持管理も含めて心配なんですが、

市長の見解をお願いします。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。まとめてお願

いします、時間もありませんので。 

○内谷重治市長 時間がありませんので、簡単に

申し上げますが、やはりその道のプロはたくさ

んいらっしゃるわけでして、運営のために、プ

ロ、そういった知識を持った人を例えば店長と

か、その運営に当たってもらう、あるいはそう

いった知識あるところと地場産が連携して運営

する、いろんな形態が考えられると思います。 

○５番 小関秀一委員 ありがとうございました。

以上で終わります。 

○安部 隆委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 

 これから各会計補正予算の細部審査に入りま

す。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第６２号 平成２４年度長井市 

 一般会計補正予算第２号についての 

 質疑 

 

 

○安部 隆委員長 まず、議案第62号 平成24年

度長井市一般会計補正予算第２号の１件につい

て、ご質疑ございませんか。 

 13番、髙橋孝夫委員。 

○１３番 髙橋孝夫委員 24ページの都市再生整

備費についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 きのう来のやりとりを聞いておりまして、ど

うも釈然としないというところがありますので、

ここについて何点かまとめて質問させていただ

きますので、それぞれお聞かせをいただきたい

と思いますが、これについては、まち・住まい

整備課長からお願いをしたいと思います。 

 まず、きのうのお話で、かわと道の駅をつく

る場所について、教育施設あるいは乳幼児の施

設があるというところでの話があったわけです

けれども、これについて、今、日中それぞれ学

校や、あるいは幼稚園という、保育園も併設に

なってるわけですが、というところの児童、園

児のお話は聞きましたけれど、２つの学校とも

学童保育をやっている施設なわけです。そうい

うところへの対応というのはどのように考えら

れたのかについて、お聞かせをいただきたいな

というふうに思います。 

 私は、きのう市長から、ここが最適だという

お話がありましたけれども、最適地だとするな

らば、先ほどの小関秀一委員から出された６次

産業化の加工所の施設の問題なども含めて考え

れば、当然にして幼稚園については、移転も含

めて検討されなければならない課題ではないか

と私は思うんですけれども、そういった課題も




